
R6.7 

問い合わせ先：江東区介護保険課在宅支援係  電話０３（３６４７）４３１９ （直通） 

高齢者寝具乾燥消毒事業のご案内 

１ 事業内容 

疾病のため、自宅で療養する高齢者の寝具の乾燥・消毒及び水洗いを行います。 

２ 対象者 

  次のすべてに該当する方 

① 区内で在宅である 

② 本人が６５歳以上で要介護３・４・５である 

③ ６５歳以上の方のみの世帯（または６５歳以上の方と身障手帳１，２級あるいは 

愛の手帳１，２度の方で構成される世帯）である 

※ 世帯分離されている方は、対象外となる場合があります。 

３ 申請方法 

【必要書類】 高齢者寝具乾燥消毒申請書 

          ※申請書は、区役所３階 4 番窓口及び長寿サポートセンターにございます。 

【書類提出先】 ① 区役所３階 4 番  介護保険課在宅支援係 

② 長寿サポートセンター 

４ 実施内容 

 ・ 寝具消毒   月１回（年１０回） 

 ・ 汚れ落とし  年１回 

 ・ 水洗い    年１回 

※掛布団、敷布団、毛布、枕、マットレス、寝巻、ベッドパッドのうち５点以内が対象です。 

※実施日については、業者が電話またはハガキにてご連絡いたします。 

 寝具消毒・汚れ落としは当日仕上げ、水洗いは翌日仕上げとなっております。 

   ※申請した月によって実施可能な回数が変わります。 

５ 利用者負担 

ございません。 

６ その他 

６４歳以下で障害者手帳をお持ちの方は障害者支援課にご相談ください。 

心身障害者寝具乾燥消毒水洗い事業を受けられる場合がございます。 


